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我が国では、 現在科学技術とビジネスとの 間に深刻な「死の 谷」があ ると指摘されている。 イ / ベ 

一 ション政策は、 本来そのための 処方 箸 であ るべきであ るが、 そもそも「イノベーション 政策」の概 

念が十分には 定着していないため、 対症療法的な 施策や政策はあ るものの、 事態の本質を 踏まえた 

体系的な政策展開には 至っていない。 ここでは、 主として OECD を舞台として 深められつつあ る 

イノベーション 政策への取組みを 批判的に総括すると 共に 、 我が国の現状への 含意を探り、 政策 体 

系 のあ るべき枠組みと 進化した政策事例について 述べてみたい。 

1. イノベーション 政策の位置付け 

「イノベーション」は、 シュンペータの 用語に始まるが、 その原義は「経済成長の 原動力となる 

革新」であ り、 ハードな経済成長要因と、 当時認識され 始めたソフトな 経済成長要因との 間の「 新 

結合」により、 より広い経済活動の 諸局面に概念を 拡張し、 考察の光を当てることができるよさに 

なった。 その後イノベーションの 概念は、 さらに拡張され 経済システムに 限定されない 多様な局面 

における「革新」を 意味する よう になった。 たとえば、 発明やアイデアを 契機とする社会発展までを 

包含する概念として 現在では用いられている。 

このようにイノベーションの 意味を広く捉えるとすれば、 「イノベーション 政策」が対象にしな 

ぃ 領域は 、 

①発見や発明それ 自身に係る研究政策     ResearchPolicy ないし SciencePolicy 

②技術開発の 枠内に限定された 技術開発政策 : ℡ chnological Development Policy ないし 

Technology  Policy 

③そしてこれら 両者を合わせた RTD  Policy 

ということになる。 

このような概念区分を 採用した場合、 科学 ( 研究 ) 、 技術 ( 開発 ) 、 イノ ベニ ションと、 教育、 経済、 

その他のミッション 指向の政策課題とをどのように 組み合わせて 展開すべきかという 新たな問題 

に 逢着する。 イノベーションの 概念が政策形成の 場に持ち込まれた 際に、 イノベーション 政策とい 

う新たな政策領域に 期待した ( あ るいは期待している ) 役割は、 科学的な ポ テンシヤルや 技術的な シ 

一ズと 、 その他の社会経済的な 政策課題とを 結びつけ両者の 結合の実をあ げることであ った。 

この間の事情を 多少歴史的にみると 次のようになる。 1918 年イギリスで、 Haldane 原則と呼ば 

れる予算区分の 方式が設定され、 研究開発によって 直接課題が解決される 類の研究開発は 課題担当 
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省 に残し、 それ以外の研究を 一括りにして 独立させ、 ResearchCouncil を組織したところから 科学 

政策の分化の 歴史が始まる。 独立した サ イェンス・コミュニティは、 自律運営制度のもとでディシ 

プリン・オリ ェ ンティドな研究を 展開し、 長期的には社会を 先導する叡智を 生み出すと同時に、 短 

期的にはミッション・オリ ェ ンティドな政策課題からの 乖離を深めることとなった。 この傾向は戦 

後にも持ち越され、 産業から独立した 強大な サ イェンス・コミュニティにと 成長する。 しかし、 民 

主 部門の産業競争力が 相対的に弱体化するに つ れ、 まず欧州で、 サイェン スと テクノロジ一の 連携 

が政策課題となり、 80 年代を通じて RTD Policy の具体化が図られる。 米国では 80 年代の後半に 

なってさまざまなスキームの 競争力維持政策がとられるが、 欧米を通じてこの 時代はまだリニア 

ー・モデルの 呪縛から抜け 出せず、 科学技術政策として 成果を挙げたわけではない。 

このような歴史の 過程で、 欧米では サ イェンス・コミュニティと 産業特にその 中に埋没している 

技術との間に 、 深いギャップ「死の 谷」が存在することとなった。 したがって 、 当時の欧米の 科学技 

術政策研究者のあ る部分は、 産業競争力弱体化の 真の原因は技術力の 低下にあ るとして、 リニア 

一 ・モデルの枠組みの 中で、 技術政策の強化の 必要性を主張していた。 この思考形態は 現在も一部 

の欧州の研究者の 中に根強く残っている。 

イノベーション 政策は、 このような経験の 後に概念化されたわけで、 その歴史的な 必要性に応じ 

何種類かの異なる 位置付けがなされている。 

①「科学十教育」、 「技術士イノベーション」、 「その他の社会経済的課題」 

②「科学十教育」、 「技術士イノベーション 十社会経済的主要課題 ( 経済、 交通、 資源等 ) 」、 「その 

他の社会経済的課題」 

③「科学十技術士イノベーション」、 「その他の社会経済的課題」 

のと③ 、 特に③は、 リニアー・モデルを 想定したシーズプッシュ 型のイノベーション 政策を展開す 

ることとなる。 これに対して②はノンリニア 一なモデルを 考慮している。 我が国や米国は②の 変形 

と 言 う ことが出来る。 

2. イノベーション 政策の枠組み 

イノベーション 政策の内容はまだ 固定化された 訳ではないが、 展開されている 政策を原理的に 大 

則 すると以下のようになる。 

①シーズ と ニーズを繋ぐ 広い意味の連携政策 

②連携推進のための 基盤整備政策 

③実用化推進政策 

公的資金によるイノベーションの 場合、 対象政策は市場内部の 課題に対しては①と②の 政策 カテ 

ゴリ一に限定されるが、 市場覚部の課題ないし 市場内部の課題であ っても「市場の 失敗」が顕著であ 

る場合では① 、 ②の他に③が 重要になる。 公的資金に期待する 政策課題の多くは、 市場覚部の課題 

であ るはずで、 その場合そもそも③を 欠くと課題の 実現が不可能であ る。 
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キャッチアップのステージでは、 市場内部の課題であ っても、 産業振興の観点から 実用化段階に 

まで踏み込むことがあ ったとしても、 キャッチアップを 終えた段階では、 不公正競争の 観点から③ 

の カテゴリ一に 属する政策を 排除しなければならない。 その際に、 従来では市場内部の 課題に集中 

していたため、 そもそも市場覚部の 課題の存在を 認識しないまま 経過するおそれがあ る。 我が国で 

は 、 このような 細酷が 現在一部にみられる。 

3. OECD  における取組み 

OECD では参加国数の 関係からか、 欧州の共通課題が 検討課題として 取り上げられることが 多く 、 

イノベーション 政策についても 欧州諸国の主導の 下に進められることとなった。 イノベーション 政 

策は組織的には CSTP(Committee № rScient 市 candTechnologicalPolicy) の TIP(WorkingParty 

onInnovationandTechnoloWPolicy) の中のいくつかの WorkingGroup によって検討が 進められ 

ている。 その主な流れを 以下にまとめてみよう。 

(D NISNational！nnovationヾystem) 

(2)@ Sectorial@Case@Studies@in@Innovation 

(3)@ P/PPs(Public ・ Private@Partnerships@for@Innovation) 

@｀ONITMonitoring‖nd、ssessing？orizontal！nnovation‾olicy) 

まず、 最初の NIS はイノベーション 政策の施策対象として 重要であ り、 3 段階の展開がなされて 

いる。 i) 政府側の R&D システムと政策について 国ごとにまとめ、 そのべンチマークを 行い、 武 

民間企業の国内の ネ、 ッ トワークを分析し、 Ⅲ ) 現在、 革新的企業の 国際的 ネ、 ッ トワークの分析が 進め 

られている。 

イノベーションのパターンは 産業分野や技術領域により 異なるので、 ②ではそのケース 分析を行 

なっている。     仁ネ 、 ルギ Ⅰ五 )E 薬 バイオ、 田 ) 田 SA(Knowledge  Intensive  Service  Activ Ⅲ es) 

の順に各国のケース 分析が集積されつつあ り、 田 SA については韓国の 報告が最近 行 なわれた。 

P/PPs はいわばイノベーション 政策の中心的な 課題であ り、 公的資金で運営される 研究所や大学 

と民間企業との 連携の実態分析が 行なわれている。 しかし、 ここで取り上げられた 連携対象の多く 

は シーズ・プッシュ 型のリニア一タイプであ り、 また欧米で問題になっていた 科学と技術との 間の 

連携についてであ る。 我が国には、 科学技術とビジネスとの 間の連携という 別の深刻な課題があ る 

ことを忘れてはならない。 

MONIT は昨年から始まった 最も新しいプロジェクトであ る。 HorizontalInnovationPolicy が 

キーワードであ り、 縦型に分割 t れた科学、 技術、 イノベーション、 そしてその他社会経済的課題 

をそれぞれ担 う 部門間の水平連携の 推進政策の導入を 積極的に図ることを 目指し、 いこの視点から 

の 各国のイノベーションシステムの 分析と、 五 ) 運輸政策、 田 ) 地域政策と環境政策、 Ⅲ ) 情報通信政 

策とを対象にした 各国のケース 分析が進められている。 

このように OECD では、 シーズプッシュ・リニア 一型政策の効率化を 図るための改善策を 中心 

一 471 一 



として議論が 進められているが、 その多くは collaboration,coordination,partnership がキーワー 

ドとなる形態的な 連携推進政策であ る。 もちろんこれも 必要であ り、 その基準や目標を 立て政策 シ 

ステムを整備していく 事も重要であ る。 しかし、 この種の改善策に 共通の課題として、 組織、 制度 

といった「システム」の 改革で事が完成する 訳ではなく、 人材を含む体制の 問題つまり「アクター」の 

課題をどのようにして 処理すべきか、 そして最後に 有効な内容つまり「コンテンツ」をどのように 扱 

ぅ べきかに答える 必要があ る。 

4. 進化した枠組みと 克服すべき課題 

MONIT においては、 イノベーション 政策を 3 世代に区分している。 

第一世代型イノベーション 政策は 、 単なる研究開発政策としての 科学技術政策であ り、 第二世代 

型は限られた 分野や組織内においてのみ 連携が整っている 政策の状況であ る。 これに対して 第三世 

代 型は政府組織全体にわたって 水平連携がとれ、 coherent な 政策が展開されている 状況を意味して 

いろ。 この基準に照らしてみると、 我が国の状況は 科学技術政策内部の 垂直統合型に 向かいっ っ あ 

り、 水平連携を担 う 制度 ( 「政策調整」 ) が弱体化してきて い て、 1.5 世代程度ではなかろうか。 

MONIT の枠組みは、 ニーズプル型のノンリニア 一なメカニズムを 想定していない 点で、 枠組み 

に問題があ るが、 この部分を補填すれば 枠組みとしては 十分意味があ る。 

さてその次の 課題として、 形態的な連携制度の 実体化であ り、 依然として多く 進められるシーズ 

プッシュ・リニア 一型の展開に 対して、 それらをニーズプル・ノンリニア 一型へ再編することを 薦 

めるのではなく、 シーズプッシュ・リニア 一型のまま有効にそれをいかす 方策を考案することであ 

る 。 知識べ ー スのイノベーション 政策の概念で 述べるならば、 それはシーズ 側の知的コンテクスト 

をいかにしてニーズ 側の知的コンテクストに 転換することが 出来るかについてであ る。 連携メカニ 

ズム の途上で、 この知的転換を 図る仕掛けが 必要であ り、 たとえばまずそれはターゲットを「シー 

ズ概念」ではなく「機能概俳」による 表現に置き換え、 「ニーズ概俳」への 接合を容易にする 方法であ 

る 。 このような知的コンテクストの「転換」のためのマネ 、 ジメントについて 新たに考案することを 提 

実 したひ。 
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